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【公表番号】特表2012-527908(P2012-527908A)
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【手続補正書】
【提出日】平成25年5月27日(2013.5.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陽圧の供給気体を患者の気道に送達するように呼吸腔を画定する鼻マスクであって、側
壁と、当該鼻マスクの背面において前記側壁に隣接して位置するクッションとを有し、前
記クッションの後方封止面が、上唇領域に、人の上唇領域に対して相補的な形状を有する
ように凹状湾曲で形成される輪郭を有し、前記クッションの前記後方面の前記輪郭が、使
用時に鼻のそれぞれ左側面および右側面に沿って、鼻骨と軟骨との間の接合部に隣接して
位置する人の鼻梁領域から、左の鼻唇のしわおよび右の鼻唇のしわに隣接する人のそれぞ
れ鼻の左の角領域および右の角領域まで延在するように構成されかつ配置され、前記クッ
ションの前記後方封止面の前記輪郭が、人の前記上唇に沿って、前記鼻の左側面から前記
鼻の右側面まで延在するようにさらに適合され、
　前記クッションが、相対的に厚いバックアップバンドを有し、前記バックアップバンド
が、弾性の可撓性材料から形成され、かつ、前記側壁から延在して、前記クッションの上
唇領域、角領域および鼻の側面領域においてそれぞれの片持ち梁を形成し、前記片持ち梁
が、各々長さおよび厚さを有し、前記片持ち梁が、唇領域、角領域および鼻の側面領域そ
れぞれの剛性を画定し、前記角領域の片持ち梁が、顔の平面に対して垂直な方向において
前記上唇領域の片持ち梁より剛性であり、
　前記クッションが相対的に薄い顔フラップをさらに有し、前記顔フラップが、内側に湾
曲しており、かつ前記クッションの周縁に延在することにより前記クッションの前記後方
封止面を画定し、前記顔フラップの内縁が、使用時に前記患者の鼻の一部が通過するオリ
フィスを画定することを特徴とする鼻マスク。
【請求項２】
　前記鼻の前記側面の領域における前記バックアップバンドが、使用時に前記顔の前記平
面内に第１の方向において力を提供するとともに、前記鼻骨から前記軟骨まで延在する領
域に沿って、前記鼻の前記側面に第２の横方向に力を提供するように配置されている、湾
曲面を有することを特徴とする請求項１に記載の鼻マスク。



(2) JP 2012-527908 A5 2013.7.11

【請求項３】
　前記鼻の側面の片持ち梁の長さが、前記鼻の角の片持ち梁の長さより長いことを特徴と
する請求項１または２に記載の鼻マスク。
【請求項４】
　前記鼻の角の片持ち梁の厚さが、前記上唇領域の片持ち梁の対応する厚さより厚いこと
を特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項５】
　少なくとも１つの片持ち梁が二重片持ち梁であることを特徴とする請求項１から４のい
ずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項６】
　少なくとも１つの片持ち梁が三重片持ち梁であることを特徴とする請求項１から５のい
ずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項７】
　少なくとも１つの片持ち梁が、２つの点を中心に屈曲するように構成されかつ配置され
ていることを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項８】
　少なくとも１つの片持ち梁が、第１の屈曲点または領域および第２の屈曲点または領域
を画定することを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項９】
　少なくとも１つの片持ち梁が、第１の屈曲点または領域、第２の屈曲点または領域およ
び第３の屈曲点または領域を画定することを特徴とする請求項１から８のいずれか一項に
記載の鼻マスク。
【請求項１０】
　少なくとも１つの片持ち梁が、第１の方向に第１の力を向け、第２の方向に第２の力を
向けるように構成されかつ配置されていることを特徴とする請求項１から９のいずれか一
項に記載の鼻マスク。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの片持ち梁が、前記鼻の前記側面に隣接する前記顔の領域に対して
垂直な方向に前記第１の力を提供し、前記鼻の前記側面に対して垂直な方向に前記第２の
力を提供することを特徴とする請求項１０に記載の鼻マスク。
【請求項１２】
　前記バックアップバンドの対応するそれぞれ左部分および右部分が、使用時に広い鼻に
適応するように外側に広がるように構成されかつ配置されていることを特徴とする請求項
１から１１のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項１３】
　少なくとも１つの片持ち梁が、当該マスクの側壁と一体的に形成されていることを特徴
とする請求項１から１２のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項１４】
　少なくとも１つの片持ち梁が湾曲した片持ち梁であることを特徴とする請求項１から１
３のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項１５】
　少なくとも１つの片持ち梁が、隣接する側壁部分の半径方向の広がりより遠い距離半径
方向に広がっていることを特徴とする請求項１から１４のいずれか一項に記載の鼻マスク
。
【請求項１６】
　少なくとも１つの片持ち梁が隣接する側壁部分の上に張り出していることを特徴とする
請求項１から１５のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項１７】
　片持ち梁の撓曲により、隣接する側壁部分の撓曲がもたらされることを特徴とする請求
項１から１６のいずれか一項に記載の鼻マスク。
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【請求項１８】
　片持ち梁に隣接する側壁部分が、前記片持ち梁の撓曲に応じて撓曲するように適合され
ていることを特徴とする請求項１から１７のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項１９】
　前記鼻梁の前記領域における前記バックアップバンドの左部分の内縁が、前記鼻梁の前
記領域における前記バックアップバンドの右部分の内縁から間隔を空けて配置されている
ことを特徴とする請求項１から１８のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項２０】
　前記間隔が約２５ｍｍ～３０ｍｍ以下である、請求項１９に記載の鼻マスク。
【請求項２１】
　顔フラップの一部分に隣接するバックアップバンドの部分が、顔フラップの前記部分の
支持部分を形成していることを特徴とする請求項１から２０のいずれか一項に記載の鼻マ
スク。
【請求項２２】
　前記顔フラップの鼻梁部分が、対応するバックアップバンド部分によって支持されてい
ないことを特徴とする請求項２１に記載の鼻マスク。
【請求項２３】
　前記顔フラップが、唇領域において第１の距離延在し、鼻の側面領域において第２の距
離延在していることを特徴とする請求項１から２２のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項２４】
　前記顔フラップが、前記バックアップバンドと当該マスクを着用している人の顔との間
の接触を防止するように構成されかつ配置されていることを特徴とする請求項１から２３
のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項２５】
　それぞれ左のバックアップバンドおよび右のバックアップバンドが、前記クッションの
角領域においてそれぞれの左の角係留点および右の角係留点を画定していることを特徴と
する請求項１から２４のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項２６】
　左の角点と右の角点との間に延在している顔フラップの前記領域が、使用時に引張状態
になるように構成されかつ配置されていることを特徴とする請求項２５に記載の鼻マスク
。
【請求項２７】
　前記顔フラップによって前記上唇に提供される封止力の少なくとも一部が引張反力であ
ることを特徴とする請求項２６に記載の鼻マスク。
【請求項２８】
　使用時の前記鼻の前記側面における前記バックアップバンドのそれぞれ左部分および右
部分が、それぞれ鼻の左側面の係留点および右側面の係留点を画定することを特徴とする
請求項１から２７のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項２９】
　使用時に前記患者の前記鼻梁領域に隣接して位置する顔フラップの前記領域が引張状態
で保持されることを特徴とする請求項２８に記載の鼻マスク。
【請求項３０】
　前記鼻梁領域に隣接して位置する顔フラップの前記領域が、それぞれ鼻の左側面の係留
点と右側面の係留点との間において引張状態で保持されることを特徴とする請求項２９に
記載の鼻マスク。
【請求項３１】
　前記顔フラップによって前記鼻梁領域に提供される封止力が、引張反力を含むことを特
徴とする請求項２９に記載の鼻マスク。
【請求項３２】
　前記顔フラップによって前記鼻梁に提供される前記封止力の大部分が、引張反力である
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ことを特徴とする請求項３１に記載の鼻マスク。
【請求項３３】
　前記クッションが、前記鼻梁に隣接するクッションの領域が圧縮されることなく、鼻梁
領域において封止するように構成されかつ配置されることを特徴とする請求項１から３２
のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項３４】
　前記クッションが、前記呼吸腔が加圧される必要なく前記患者の顔と封止することを特
徴とする請求項１から３３のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項３５】
　前記顔フラップの内縁がビードを有するように成形されることを特徴とする請求項１か
ら３４のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項３６】
　前記顔フラップの内縁が、前記内縁に隣接する前記顔フラップの領域より厚いことを特
徴とする請求項１から３５のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項３７】
　前記顔フラップの前記内縁の外面が、前記内縁に隣接する前記顔フラップの領域の外面
と同一平面であることを特徴とする請求項１から３６のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項３８】
　前記顔フラップの内縁が、前記顔フラップの内面においてビードを有するように成形さ
れることを特徴とする請求項１から３７のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項３９】
　前記封止面が艶消しの質感を有することを特徴とする請求項１から３８のいずれか一項
に記載の鼻マスク。
【請求項４０】
　前記クッションの前記封止面が、非粘着面を有するように形成されることを特徴とする
請求項１から３９のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項４１】
　前記顔フラップが膜であることを特徴とする請求項１から４０のいずれか一項に記載の
鼻マスク。
【請求項４２】
　マスク本体をさらに具備することを特徴とする請求項１から４１のいずれか一項に記載
の鼻マスク。
【請求項４３】
　前記マスク本体がフレーム保持機能を有するように成形されることを特徴とする請求項
４２に記載の鼻マスク。
【請求項４４】
　前記マスク本体、前記側壁および前記クッションが一体的に成形されることを特徴とす
る請求項４２に記載の鼻マスク。
【請求項４５】
　前記顔フラップが、約０．２ｍｍ～約０．４ｍｍの範囲の厚さを有することを特徴とす
る請求項１から４４のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項４６】
　前記バックアップバンドが、約０．７ｍｍ～約１ｍｍの範囲の厚さを有することを特徴
とする請求項１から４５のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項４７】
　前記顔フラップがシリコーンゴムで成形されることを特徴とする請求項１から４６のい
ずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項４８】
　前記顔フラップが、約４０のタイプＡデュロメータを有するゴムで成形されることを特
徴とする請求項１から４７のいずれか一項に記載の鼻マスク。
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【請求項４９】
　前記バックアップバンドがシリコーンゴムで成形されることを特徴とする請求項１から
４８のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項５０】
　前記バックアップバンドが、約４０のタイプＡデュロメータを有するゴムで成形される
ことを特徴とする請求項１から４９のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項５１】
　前記顔フラップの前記縁によって画定される前記オリフィスが、約２５ｍｍ～約３５ｍ
ｍの範囲の高さを有する、請求項１から５０のいずれか一項に記載の鼻マスク。
【請求項５２】
　前記顔フラップの前記縁によって画定される前記オリフィスが、約２８ｍｍ～約３２ｍ
ｍの範囲の高さを有することを特徴とする請求項１から５１のいずれか一項に記載の鼻マ
スク。
【請求項５３】
　前記顔フラップの前記縁によって画定される前記オリフィスが、角領域において約３０
ｍｍ～約４０ｍｍの範囲の幅を有することを特徴とする請求項１から５２のいずれか一項
に記載の鼻マスク。
【請求項５４】
　前記顔フラップの前記縁によって画定される前記オリフィスが、角領域において約３０
ｍｍ～約３５ｍｍの範囲の幅を有することを特徴とする請求項１から５３のいずれか一項
に記載の鼻マスク。
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